
令和８年度食品産業連携促進事業委託業務公募型プロポーザル審査要領 

 

令和８年度食品産業連携促進事業委託業務に関するプロポーザルの審査について、次の

とおり定めます。 

 

１　審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号を全て満たす事業者を対象に行います。 

（１）別途定める「令和８年度食品産業連携促進事業委託業務公募型プロポーザル募集

要領」（以下「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加者 

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類の全てを提出した参加者 

（３）募集要領により、適正に書類を作成した参加者 

 

２　審査の項目及び点数 

審査委員１人当たりの総合点数は 105 点（加点含む）とし、審査項目と審査項目ごと

の配点は次のとおりとします。 

【審査基準】 

（１）提案内容　　　　　　　　　　（50 点） 

（２）実施体制　　　　　　　　　　（30 点） 

（３）業務実績　　　　　　　　　　（10 点） 

（４）金額　　　　　　　　　　　　（10 点） 

【加点基準】 

（５）県が推進する施策への取組　　（５点） 

 

３　審査委員会 

参加者から提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行う審査委員会を

開催します。 

（１）日時、場所（予定） 

日時：令和８年３月 24 日（火）９時から 

　　　場所：高知市中央卸売市場　管理棟２F　中会議室 

　　    　　〒781-0881 高知市弘化台 12－12　　　　　 

（２）プレゼンテーション 

ア　プレゼンテーションの時間は、１参加者 30 分までを基本としますが、参加申

込の状況によっては、時間を変更することがあります。 

イ　各参加者のプレゼンテーション開始時刻は、別途審査委員及び参加者に通知し

ます。 

ウ　各参加者のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を設けます。 

 

 



４　審査の方法 

（１）審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテー 

ションに対する審査を行います。 

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別途定める「審査基準（及

び加点基準）」に基づいて審査を行います。 

（３）全ての参加者の審査が終了したときには、各審査委員の評価点数を集計後、得点

の高い者から順に候補者と次点者を決定します。 

（４）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から

順に候補者と次点者を選定します。 

（５）上記（３）、（４）にかかわらず、得点が総合点数の６割未満の場合は選定の対象

としません。 



別紙 

審査基準 

　　計　１００ 

 

 

 

 

 

 審査の視点 配点

 

提

案

内

容

全般
・本事業の目的について十分理解したうえで目標達成に向

けた効果的な企画がなされているか。
１０

 

５０

 

広報に関

すること

・パンフレット、成果事例集、成果事例動画、参加募集チ

ラシについて、本事業の概要、支援メニュー及び各種取組

の情報を県内食品関連事業者に明瞭かつ魅力的に伝え、参

画の後押しとなるような手法と狙いが、具体的に提案され

ているか。 

・参加申込が少ない場合の対応について、参加者増加に向

けた効果的かつ具体的な提案がされているか。

２０

 
カリキュ

ラム運営

に関する

こと

・セミナー・勉強会、連続個別商談会、相談会において、

会場開催及びオンライン開催の準備及び当日の運営を円

滑に行う仕組みが具体的に提案されているか。 
・参加者を適切に管理し、講座の検証及び効果測定を行う

ことができるか。また、その結果を次回の開催に生かす

ための具体的な方法が提案されているか。

１０

 事務局運営

に関するこ

と

・参加者の申込受付から各メニューの終了までの運営業務

について、適切な実施方法となっているか。
１０

 

実施体制

提案内容を円滑に実施できる体制が確保されているか。

３０

 
・十分な能力と経験を有する責任者及び担当者の配置 １０

 ・各業務を県、講師等と連携し、実行可能なスケジュー

ルに沿って円滑に実施することができる人員体制が構

築できるか。

１０

 ・参加者及び講師の個人情報等を適切に取扱・管理する

体制（チェック体制含む）が構築できるか。
１０

 
業務実績

・同種、類似の業務実績はあるか。 

・本業務へのノウハウの活用を期待できるか。
１０

 
金額

・仕様書に示された項目ごとに積算内訳が明確にされ、経

費が適切に配分されているか。 

・費用対効果が高い提案となっているか。

１０



加点基準 

 

 加点要件 配点

 

県が推進する施

策への取組

・「高知県ワークライフバランス推進企業」の認証を受けてい

るか

いずれか２つ

以上に該当す

る場合は５点

 
・こうち男性育休推進企業に登録しているか

 
・トライくるみん、くるみん、プラチナくるみん、えるぼし、

プラチナえるぼしのいずれかの認証を受けているか

 ・障害者の雇用促進に関する取組のうち、次のいずれかに該当

するか 

①法定雇用率制度の適用があり、かつ、法的雇用利率を超え

て障害者を雇用しているか 

②法的雇用利率制度の適用はないが、障害者雇用率に算入さ

れる障害者を常用労働者として雇用しているか

 
・「こうち SDGs 推進企業」に登録しているか

 
・「パートナーシップ構築宣言」に登録しているか

 ・環境マネジメントシステムのうち、次のいずれかの認証を受

けているか 

　①ISO14001 

　②エコアクション 21


